
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 計 画 法 開 発 行 為 

許 可 申 請 の た め の 手 引 き 

目 黒 区  都市整備 部  都市整 備 課  開発係 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 令 名 等 の 略 語 

 

  法    都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

  令    都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

 規則   都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号） 

 細則   東京都目黒区都市計画法開発行為等の規制に係る 

      施行細則（昭和 53 年規則第 46 号） 
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Ⅰ 第２９条開発許可申請までの事前手続 

 

Ⅰ－１ 第２９条 開発許可申請までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 相 談 書 の 提 出 

第 ２ ９ 条 許 可 申 請 
○提出書類は､正本１部･副本１部となります 

○手数料は､開発内容･規模等により異なります 

○協議先は開発行為に係る事前協議の窓口（Ｐ３）を参照して下さい 

●協議書、同意書の交付 

○区道は土木管理課､提供公園はみどり土木政策課､その他(都道･下

水･消防等)は各管理者へ申請して下さい 
第３２条公共施設管理 

者等の同意協議申請 

○第３２条公共施設管理者等の同意協議申請前２０日以上､かつ開

発調整会議より前に設置して下さい 

○作成部数については､Ⅰ－６の注記を参照ください 

開発許可必要 ※2 

○事前相談書により確認する事項 

 開発区域の面積／区画形質の変更の有無／開発内容／開発者名／相談､協議先 

窓口の確認／盛土規制法に基づく土地の形質変更の有無 

●許可条件(案)などを調整します 

開発許可不要 

開発許可担当者会議 

○資料として､事前相談書(別紙１及び登記全部事項証明書を除く)、

事前協議内容一覧表、土地利用計画図(案)、公共施設の管理者

に関する図面、造成計画(平・断)面図(案)、を提出してください｡

(詳細についてはⅠ－４注記を参照ください。) 

建築確認申請

書の提出 

担 当 者 会 議 用

資 料 作 成 

開 発 許 可 調 整 会 議 

○公共施設の管理者に関する図面(案)は担当者会議までに、開発係担

当者及び土木管理課担当者と調整して作成して下さい 

建築確認申請書提出前に正本・副本・概

要書に「開発許可不要」の押印をします 

公共施設の管理者に

関する図面(案)の作成 

開 発 許 可 の 

要 ･ 不 要 の 判 断  ※１ 

○土地利用計画図(案)は担当者会議までに、関係各課と調整して作

成して下さい。（詳細についてはⅠ－４注記を参照ください。） 

土地利用計画図

( 案 ) の 作 成 

※1 開発許可不要で盛土規制法の許可が必要な場合は、個別に手続きを行って下さい 

[開発予定のお知らせ] 

標 識 設 置 の 届 出 

開発調整会議用 

資 料 作 成 

●区として許可条件を調整します 

○開発許可調整会議までに、住環境整備条例、総合治水、緑化計画の 

協議を終了させておく必要があります。 

関 係 各 課 事 前 協 議 

※2 開発許可・盛土規制法許可のどちらも必要な場合は、開発許可
の手続きの中で盛土規制法の内容を審査します 



２ 

 

Ⅰ－２ 開発に関する事前相談書の提出 

 

 

 

 

○ 事前相談書により、開発区域の面積、区画形質の変更の有無、開発内容、開発者名、相談､協議 

先窓口の確認を行います。 

 

○ 開発許可対象である場合､区では審査基準に照らし合わせ､指導内容について検討に入り 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－３ 開発許可に係る事前協議 

 

 

 

 

○ 各協議内容について事前協議を要する項目ごとにまとめ､時系列順に経緯が分かるよう 

に記入し､内容は具体的に記入ください。 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談書を提出し､開発許可の要･不要の判断を受けてください｡ 

 

 

 指 導 項 目  担当所 管課 ･係名  月 日  指 導 ･ 相 談 内 容  開 発 者 の 対 応 

              （担当者名） 

 

［事前協議内容一覧表］ 

次頁の「開発許可に係る事前協議の窓口」に示した公共施設管理者など関係する部局との

事前協議を進め､その経過を「事前協議内容一覧表」に記入して下さい。 



３ 

開発許可に係る事前協議の窓口一覧表 

 

場 所 事  前  協  議  を  要  す  る  項  目 
担   当   窓   口 

課  名 係  名 電 話 番 号 

目 
 
  

黒 
 
  

区 
 
  

総 
 
  

合 
 
  

庁 
 
  

舎 
  

 

内 

６階 

地区計画（都市計画法）､環七沿道地区計画（沿道法） 

都市整備課 開 発 係 5722-9715 

ガイドライン（八雲四丁目､青葉台一丁目） 

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例 

目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱（総合治水対策） 

目黒区景観条例 

盛土規制法の許可に関すること 

木造住宅密集地域整備事業（建て替え助成･指導等） 
木密地域整備課 木密地域整備係 5722-9657 

都市防災不燃化促進事業（耐火建築物の建築の助成） 

区道に関する同意･協議、道路･水路等の確認､官民境界査
定､道路等の帰属手続き 土木管理課 

管 理 調 整 係 5722-9605 

目黒区自転車等放置防止条例（自転車駐車場付置義務） 自転車対策係 5722-9444 

建築基準法上の道路確認､建築基準法･都安全条例 

建 築 課 

建 築 指 導 係 5722-9637 東京都福祉のまちづくり条例･目黒区福祉のまちづくり整
備要綱（共同住宅･店舗等の福祉対策） 

擁壁等の工作物 構 造 指 導 係 5722-9647 

目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例 
耐震化促進・狭あ
い道路整備係 

5722-9729 

生産緑地の解除 
都市計画課 

都 市 計 画 係 5722-9725 

目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 建 築 調 整 係 5722-9382 

みどりの条例 み ど り 
土木政策課 

み ど り の 係 5722-9355 

提供公園等の計画 施 設 計 画 係 5722-9745 

住宅マスタープラン､住宅基本条例 住 宅 課 居 住 支 援 係 5722-9878 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 
（工場･指定作業所等の届出） 環境保全課 公 害 対 策 係 5722-9384 

目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等の設置の協力要請に関する要綱 保育計画課 保 育 計 画 係 5722-9866 

５階 
通学路の安全確保 教育政策課 教育危機管理係 5722-9243 

学区域の確認 学校運営課 学事係 5722-9304 

３階 建築物の衛生的環境確保に関する指導要綱 生活衛生課 環 境 衛 生 係 5722-9500 

１階 
農地転用等の地目変更 産業経済・ 

消費生活課 
経済・融資係 5722-9879 

特定商業施設の出店に伴う生活環境との調和のための要綱 商店街振興係 5722-9881 

総合庁舎 

外の施設 

防災貯水槽･防災器具置場の設置 
危機管理部防災課庶務担当 
目 黒 区 中 央 町 1 - 9 - 7 
（目黒区防災ｾﾝﾀｰ 2 階） 

5723-8700 

廃棄物保管場所･集積所等の設置 目 黒 清 掃 事 務 所 
目黒区目黒本町 2-13-19 

3719-5345 

文化財保護法（埋蔵文化財調査） 
生 涯 学 習 課 文 化 財 係 
目 黒 区 中 目 黒 3 - 6 - 1 0 
（めぐろ歴史資料館内） 

5722-9320 

東 京 都 

緑地保全･緑化指導 
東京における自然の保護と回復に関する条例 
（東京都自然保護条例） 

環 境 局 自 然 環 境 部 
緑 環 境 課 指 導 係 
新 宿 区 西 新 宿 2 - 8 - 1 
（ 都 庁 第 2 本 庁 舎 内） 

5388-3455 

都道に関する同意･協議､官民境界査定､道路等の帰属手続 

建 設 局 第 二 建 設 事 務 所 
管 理 課 管 理 係 
品 川 区 広 町 2 - 1 - 3 6 
（ 品 川 区 総 合 庁 舎 内 ） 

3774-8182 

下水道に関する同意･協議 
下水道局南部下水事務所 
お客さまサービス課渉外調整担当 
大田区雪谷大塚町 13- 2 6 

5734-5052 

上水道に関する協議 
水道局目黒給水管工事事務所 
目 黒 区 中 町 2 - 4 3 - 1 8 
（ 目 黒 営 業 所 内 ） 

3719-1549 

消 防 署 消防用貯水槽の設置 
目 黒 消 防 署 警 防 課 
目 黒 区 下 目 黒 6 - 1 - 2 2 

3710-0119 

警 察 署 駐車施設等の交通安全対策 

目 黒 警 察 署 
目 黒 区 中 目 黒 2 - 7 - 1 3 

3710-0110 

碑 文 谷 警 察 署 
目黒区碑文谷 4 - 2 4 - 1 7 

3794-0110 
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Ⅰ－４ 開発許可担当者会議の資料提出 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                

 

 

 

 

 

○ 開発許可担当者会議で､敷地の状況や計画内容を調査･検討し､指導内容･許可条件等につ 

いて調整します。 

○ 土地利用計画図（案）は都市整備課開発係（住環境整備条例、総合治水協議）及びみど 

り土木政策課みどりの係（緑化協議）における事前協議内容を反映させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前相談書（別紙１及び土地の登 

記全部事項証明書を除いたもの） 

２ 事前協議内容一覧表 

３ 土地利用計画図（案） 

４ 公共施設の管理者に関する図面（案） 

５ 造成計画（平・断）面図 

11 部（一戸建ての住宅は 10 部） 

 

・狭あい道路がある場合は 2 部追加 

・提供公園がある場合は 1 部追加 

・防火水槽、防災器具置場の設置がある場合 

は 1 部追加 

 

※その他、計画内容によっては部数の増減が

生じる場合があります 

下記により､開発許可担当者会議用の資料を提出してください。 

○ 必要部数を提出する前に､チェック用１部を提出してください。 

担 当 者 会 議 用 の 提 出 書 類 提出部数 



５ 

 

Ⅰ－５「開発予定のお知らせ」標識の設置 

 

 

 

 

 

○ 開発予定のお知らせ標識は､以下の要領で作成してください。 

・ 標識の大きさは､タテ９０ｃｍ以上､ヨコ９０ｃｍ以上としてください。 

  ・ 開発予定のお知らせ標識の設置時期は､法３２条公共施設管理者等の同意および協議

申請の２０日以上前､かつ開発許可調整会議より前に設置してください。 

  ・ 開発予定のお知らせ標識の設置期間は､法２９条の開発許可書が交付されて開発許可

標識を設置するまで掲示してください。 

  ・ 標識は開発区域の道路に面する部分に､地面から標識の下端までの高さがおおむね１

メートルとなるように設置してください。 

   （開発区域が２面以上道路に接する場合､各道路に面して設置してください。） 

 

 

（書類の作成要領と記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

 

         

土地登記事項証明書に記載
されている所在地､地番を記
入してください｡筆が複数あ
る場合は､“他○筆”としてく
ださい｡ 

具体的な用途を記入してく
ださい。 

具体的な内容を記入してく
ださい。 

住所氏名のほか電話番号も
記入してください。 

関係する部局との協議が進み､土地利用計画図や指導内容がほぼ確定したら､『開発予定の

お知らせ』標識を設置し､事前公開標識設置届出書を提出してください。 

設置日から５日以内に“事前
公開標識（設置･変更）届出書”
により目黒区長へ届出くださ
い。 

連絡のつきやすい連絡先と
してください。 

開発区域の実測値の合計を
記載してください。 

※ 風雨等のため容易に破損し､または倒壊しない方法で標識を設置するとともに､記載事項が設置期間中不
鮮明にならないように標識の維持管理をしてください。 

※ 開発に係る計画を変更したときは､すみやかに標識の当該事項を訂正してください 

 
令和  

 令和  



６ 

 

Ⅰ－６ 開発許可調整会議の資料提出 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

○ 開発許可調整会議前までに、住環境整備条例、総合治水、緑化計画の協議を終了させておく必要 

 があります。 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

必 要 提 出 書 類 調 整 会 議 用 の 提 出 書 類 

 

区域面積 3,000 ㎡未満 

12 部（一戸建ての住宅は 11 部） 

区域面積 3,000 ㎡以上 

14 部（一戸建ての住宅は 13 部） 

 

・農地転用がある場合は１部追加 

・予定建築物の用途が共同住宅、店舗の場 

合は 1 部追加 

 

※その他、計画内容によっては部数の増減が

生じる場合があります 

下記により､開発許可調整会議用の資料を提出してください。 

○ 必要部数を提出する前に､チェック用１部を提出してください。 

１ 目次 

２ 計画概要書 

３ 事前協議内容一覧表 

４ 位置図 

５ 公図の写し 

６ 現況図 

７ 土地利用計画図 

８ 公共施設の管理者に関する図面 

９ 造成計画平面図・断面図 

10 緑化計画図 

11 予定建築計画図 

計 画 概 要 書 の 記 載 例 

 
１ 開発区域に含まれる  東京都目黒区 ○○○ 五丁目１番１他５筆 
  地域の名称（位置）  （住居表示） ○○○ 五丁目○○番 
 
２ 許可申請者の氏 名  ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 
        住 所  東京都○○○区○○○丁目○番○号 
 
３ 設 計 者 の 氏 名  ○○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○ 
 
４ 工 事 施 行 者  ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 
 
５ 開 発 区 域 の 面 積  ○,○○○.○○㎡ 
  建 築 敷 地 面 積  ○,○○○.○○㎡ 
 
６ 地 域 ・ 地 区 等  第 ○ 種   ○○○○○地域 
             建ぺい率     ○○％ 
             容 積 率    ○○○％ 
 
７ 予 定 建 築 物  用  途  ○○○○ 
             構  造  ○○○○造 
             階  数  地上○階 地下○階建 住 戸 数 ○○戸 
             建築面積    ○○○.○○㎡   駐車台数 ○○台 
             延床面積  ○,○○○.○○㎡   駐輪台数 ○○台 
 
８ 設 計 の 方 針 
 (１)開 発 行 為 と 目 的     開発区域内の建築基準法第４２条第２項道路を廃止し

て､共同住宅（○戸）を建設する。 
 (２)計 画 上 の 配 慮  ・開発区域に接する道路は拡幅整備を行い､新たに歩道状

空地を設置する。 
・宅地､道路には浸透施設等の雨水流出抑制施設を設置し､
総合治水対策をすることで防災上の安全性を図るととも
に､宅地内に緑地を設け、良好な居住空間を確保する。 



７ 

 

Ⅰ－７ 第３２条に基づく公共施設管理者等の同意・協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 共 施 設 同 意 ・ 協 議 先 所 在 地 ・ 電 話 

区 道 ・ 水 路 

 

 

 

提 供 公 園 等 

 

目黒区 都市整備部 

土木管理課 管理調整係 

 

 

目黒区 都市整備部 

みどり土木政策課 施設計画係 

目黒区上目黒 2-19-15 

目黒区総合庁舎本館 6 階 

℡ 5722-9605 

 

目黒区総合庁舎本館 6 階 

℡ 5722-9745 

都  道 
東京都 建設局 

第二建設事務所 管理課 

品川区広町 2-1-36 

品川総合庁舎本館 8 階 

℡ 3774-8182 

国  道 
国土交通省 

東京国道事務所 管理第一課 

千代田区大手町 1-3-3 

大手町合同庁舎第 3 号館 9 階 

℡ 3214-7425 

河  川 
東京都 建設局 

河川部 指導調整課 占用担当 

新宿区西新宿 2-8-1 

東京都庁第二本庁舎 22 階 

℡ 5320-5409 

下 水 道 

東京都 下水道局 

南部下水道事務所 

 

南部下水道事務所目黒出張所 

 

大田区雪谷大塚町 13-26 

℡ 5734-5052 

 

目黒区下目黒 2-1-15 

℡ 3491-7867 

消 防 施 設 目黒消防署 警防課 
目黒区下目黒 6-1-22 

℡ 3710-0119 

国 有 地 の 

編 入 同 意 

財務省 関東財務局 

東京財務事務所 

文京区湯島 4-6-15 

湯島地方合同庁舎 

℡ 5842-7011 

［主な公共施設の同意・協議先］ 

第２９条開発許可申請に先立って､開発行為に関係のある既存の公共施設管理者等の同意

を得たうえで、新たに設置される公共施設を管理することとなる者との協議を行ってくださ

い。 



８ 

Ⅱ 第２９条開発許可申請書 
 

Ⅱ－１ 第２９条開発許可申請提出図書一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＊の書類については､規定の用紙をご使用ください。 

○ 自己の居住の用に供する住宅の場合の△印､及び１ha 未満で住宅以外の自己の業務の用

に供する建築物の場合の▲印の図書は不要です。 

○ 共同住宅､宅地分譲等は自己用ではなく「その他」の建築物になります。 

○ 開発登録簿（案）については､開発許可申請時に提出して担当者と協議･調整をしてくだ

さい。 

○ 参考図面等で､図面項目が複数になる場合､項目ごとに枝番で分けてください。 

  （※例 １６－１：○○､１６－２：△△） 

 

（１）開 発 行 為 許 可 申 請 添 付 書 類  

番 号 種   類   等  

１ 開発行為許可申請書 ＊ 

１-２ 委任状 

１-３ 地番表 ＊ 

２ 設計説明書・概要書 ＊ 

３ 資金計画書 △▲＊ 

４ 公共施設管理者の同意を証する書面 

５ 
公共施設管理予定者との協議をしたことを 
示す書面 

５-２ 
20ha 以上の開発行為の場合の諸施設の管理者
との協議をしたことを示す書面 

６ 
工事の実施の妨げとなる権利者の同意を 
証する書面 ＊ 

６-２ 公共施設用地の所有者等の同意を証する書面 

７ 印鑑証明書 

８ 土地及び工作物等の登記全部事項証明書 

９ 申請者の資力及び信用に関する書面 △▲ 

１０ 工事施行者の施行能力に関する書類 △▲ 

１１ 設計者の資格を証する書類（１ha 以上のみ） 

１２ 
その他関係法令に基づく許可、認可等が必要 
な場合はその許可等に関する書面 

（２）開 発 行 為 許 可 申 請 添 付 図 面  

番 号 図  面  名 

１ 位置図 

２ 区域図（現況図）（実測平面図） 

３ 地図証明書（公図の写し） 

４ 公共施設の管理者に関する図面 

５ 土地利用計画図 

６ 造成計画平面図 

７ 造成計画断面図 

８ 
排水施設計画平面図 
兼（給水施設計画平面図 △） 

９ 公共施設構造図 

１０ 崖の断面図 

１１ 擁壁の断面図 

１２ 擁壁の構造計算書 

１３ 擁壁の展開図 

１４ 斜面の構造安定計算書 

１５ 地盤の安定計算書 

１６ 参考図面 

開発行為許可の申請には､次表に掲げる書類､図面が必要です。 

申請にあたっては､書類･図面ともＡ４版のファイルにとじて､図面番号のインデックスを 

つけ､正本１部･副本１部（副本はコピー可）を提出してください。 



９ 

 

Ⅱ－２ 申請書類の内容  

（正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番 号 提 出 書 類 必 要 添 付 書 類 摘   要 

１ 

開発行為許可申請書  ①開発区域の全ての地番表示(一筆の一部がある場合 
「～の一部」､無地番の場合は「○番地先」と記載) 

②面積は実測値 
③工区に分けたときは､その位置･区域・規模を明記 
④代理人に委任する場合 ､余白に代理人住所､氏名 ､電話

等を明記 
 

１ -２ 

委任状  ①  代理人に委任する場合に必要 
②委任者及び受任者の住所､氏名及び委任日等の明記 
③開発区域の地名･地番及び面積を明記 
④印鑑証明書は発行後３か月以内のもの 
 

１ -３ 

地番表  ①  開発区域内の町名､地番（若番順）､地目､地積(公簿)､
所有者名等 

②開発区域内については乙区含め全権利者 
③開発区域の内外を明確にする 
 

２ 

設計説明書・概要書  ①設計の方針 ､土地の利用現況 ､土地利用計画 ､公共施設
の整備計画等 

②計画内容は関係機関の協議 ､同意及び計画図と整合し
ていること 

③自己の居住の用に供する住宅の場合は設計概要書 
 

３ 
資金計画書 工事費等に関する積算資

料 
(見積書等) 

①収支計画の概要､年度別資金計画 
②工事費は開発行為に関するもの 
 

４ 

公共施設管理者(注１)
の同意を証する書面 
 
 
 
注１ 
道路管理者､下水道局､
消防署等 

 ①正本は写し(原本は副本に添付) 
②開発区域外においても ､開発行為に伴って変更又は廃

止される公共施設があればこれを含む 
③区域周辺が農地で農業用水が生きている場合､同意が

必要 
④管理者によっては法 32 条同意であることを明記してい

ない場合もあるが即した内容であれば可 
 

５ 

公 共 施 設 管 理 予 定 者
(注２)との協議をした
ことを示す書面 
 
注２ 注１に同じ 

 ①正本は写し(原本は副本に添付) 
②国有財産の処理が伴う場合特に注意を要する 
③公共施設が事業主管理となる場合、将来に問題が生じ

ない ように 手当 をして お く こ と が 必 要 (特 に 公 園 ､緑
地) 

５ -２ 

20ha 以上の開発行為の
場合の諸施設の管理者
(注３)との協議をした
ことを示す書面 
 
注３ 
義務教育施設設置義務
者､水道事業者､電気事
業者､ガス事業者､ＪＲ
及び私鉄経営者等 

 
 

①正本は写し(原本は副本に添付) 
② 40ha 未満の場合は､電気事業者､ガス事業者､ＪＲ及び

私鉄経営者等を除く 
 
 
 
 
 
 
 

６ 

工事の実施の妨げとな
る権利者(注４)の同意
を証する書面 
 
 
 
注４ 
土 地 所 有 者 ､建 物 ､工
作物等 
(乙区権判者を含む。) 

権利者一覧表 ①  土地は､登記全部事項証明書､公図から権利者を判断 
②建物、工作物は、建物登記事項証明書､課税台帳､現地

等で判断 
③周辺の土地利用から､農業用水路の管理者の同意の要･

不要を判断 
④東電等の地役権は､工務所長の印(印鑑証明書は不要) 
⑤隣接他の権判者については必要に応じて提出 
⑥隣接の土地所有者及び建築物所有者の同意を必要とす

る場合 
⑦権利者が未成年者、成年被後見人等である場合は、必

要に応じてその法定代理人の同意書及びその他の地位
を証する書類を添付。 

 

６ -２ 

公 共 施 設 用 地 の 所 有
者 等 の 同 意 を 証 す る
書面 
(行政財産･普通財産) 

(1)国有財産編入同意書 
(2)公共施設用地の所有

権 者 等 (管 理 者 と 所
有 者 が 異 な る 場 合 )
の同意書又はその写
し 

①都又は区所管課の同意､国有財産編入同意 
②当該用地の面積については実測値 

(※設計説明書､求積図等で確認) 
 
 
 

 

 
 



１０ 

番 号 提 出 書 類 必 要 添 付 書 類 摘   要 

７ 

印鑑証明書  ①上記 1 の申請者の印鑑証明書 
②上記 6 の同意者の印鑑証明書 
③登記全部事項証明書の住所と違う場合は住民票の写し
等と照合･添付 
④同意年月日の前後 3 か月以内に発行されたもの 
⑤副本についてはコピー可 
 

８ 

土 地 及 び 工 作 物 等 の
登記全部事項証明書 

 
 

①開発区域内及び関連工事の区域内の土地 ､建物等の登
記全部事項証明書（上記 6 の権利者の確認） 

②公図と照合､無地番地の確認 
③発行後 3 か月以内もの 
④副本についてはコピー可 
 

９ 

申 請 者 の 資 力 及 び 信
用に関する書面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

(1) 

法 

人 

登記全部事項証明書 

財務諸表 

事業経歴書 

納税証明書 

残高証明又は融資証明 

①  登記全部事項証明書 ､住民票の写し又は住民票記載事
項証明書は発行後 3 か月以内のものを添付 

②財務諸表及び事業経歴書は直前の決算期のもの ｡ただ
し､開発区域が 1ha 以上の場合は 3 か年分の財務諸表と
する 

③  納税証明書(前年度分のもの) 
法人－法人事業税又は都(道府県)民税 
個人－個人事業税又は住民税 

④残高証明等は金融機関の 2 か月以内に発行したもの 
(複数枚のときは同一日付のもの) 
※工事費に対して相当以上の残高があること 

(2) 

個 

人 

住民票の写し又は住

民票記載事項証明書 

納税証明書 

残高証明又は融資証明 

１０ 

工 事 施 行 者 の 施 行 能
力に関する書類  

(1)登記全部事項証明書 ①建設業許可の種類については土木工事業であること 
②工事経歴書については過去２年のもの(ただし､1 件の 

請負金額が 500 万円以上(消費税を含む)の工事) 
③登記全部事項証明書は発行後３か月以内のもの 

(2)建設業 許可書の写 し
又は証明書 

(3)工事経歴(過去 2 年) 

１１ 
設 計 者 の 資 格 を 証 す
る書類 

卒 業 証 明 書 ､技 術 士 ､一
級建築士 ､実務経験証明
書その他 

①1ha 以上の開発行為の場合は義務添付 
②卒業証明書及び実務経験証明書のほかは写しを添付 
 

１２ 

そ の 他 関 係 法 令 に 基
づく許可、認可等が必
要 な 場 合 は そ の 許 可
等に関する書面 

 ①工作物の確認が必要な場合は ､確認通知書の写しを添
付(建築基準法) 

②自然保護条例に該当する場合は ､許可書又は受付票の
写しを添付 

③消防水利の確認書の原本を添付(消防法) 
④都市計画施設にかかる場合には ､計画線の証明 (指示 )

をとる 
⑤埋蔵文化財包蔵地に該当しているか確認する (文化財

保護法) 
⑥その他 

土地区画整理法､土砂災害防止法 ､森林法､自然公園法 ､
鳥獣保護法､河川法､砂防法､公有地拡大促進法等 

⑦境界確定図等審査に必要となる図面がある場合添付 
 



１１ 

 

書類の作成要領と記入例 

 

 

１ 開発行為許可申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                            

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地登記事項証明書に
記載されている所在地､
地番を記入してくださ
い。 
筆が複数ある場合は､

“他○筆”としてくださ
い。 

申請の手続を代理人に
委任する場合に記入して
ください。 

※印のある欄は記入しないでください。 

住所氏名のほか電話番
号も記入してください。 

具体的な用途を記入し
てください。 

開発区域の実測値の合
計を記入してください。 

許可の翌日と記載可 

共同住宅、宅地分譲等は
「その他」になります。 

許可から○日と記載可 

開発行為を行うことに
ついて､農地法その他の
法令による許可､認定等
を要する場合は､その手
続の状況を記載してくだ
さい。 



１２ 

 

 

 

１－３ 地番表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

土地登記全部事項証明書に記載されている内容を記入してください。 

開発区域の地名地番を
記入してください。 

地番の若い順に記入し
てください。 

他の権利がある場合、
権利の種別を記入して
ください。 
例：借地権者、根抵当権
者、共有 等 

地積の合計を記入して
ください。 

共有の場合は､地積と
割合を記入してくださ
い。 



１３ 

 

２ 設計説明書 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４ 

 

 

３ 資金計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公共施設管理者の同意を証する書面 

 

 

 

同意書（協議書）のほか､申請書等協議の経過を示す書面を添付してください。 

開発行為にかかる費用（建築物工事費を除く）を記入してください。 

様式に記載されていない科目
がある場合は､その科目を書き
加えてください。 

収支が合うように計画を立ててく
ださい。 

様式に記載されていない科目
がある場合は､その科目を書き
加えてください。 

収支が合うように計画を立ててく
ださい。 



１５ 

 

 

６ 工事の実施の妨げとなる権利者の同意を証する書面 

 

  ① 権利者一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地番の若い順に記入し
てください。 

共有の場合は､その旨
を記入してください。 

共有の場合は､その旨
を記入してください。 

地番の若い順に記入し
てください。 

・土地と家屋の関係権利
者は､分けて作成してく
ださい。 
・所有権､地上権､賃借
権､抵当権､先取特権等
を有するすべての関係
権利者をもれなく記入
してください。 



１６ 

 

 

 ② 同意証明書 

 

  １ 土地の関係権利者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

２ 工作物の関係権利者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

共有の場合は､
その旨を記入して
ください。 

法人の場合は､
法人名だけではな
く､印鑑証明を受
けている代表者名
まで記入してくだ
さい。 

工事件名を記入
してください。 

工事件名を記入
してください。 

共有の場合は､
その旨を記入して
ください。 

法人の場合は､
法人名だけではな
く､印鑑証明を受
けている代表者名
まで記入してくだ
さい。 

印鑑証明は同意
年月日の前後３ヶ
月以内に発行され
たものとなるので
注意ください。 

印鑑証明は同意
年月日の前後３ヶ
月以内に発行され
たものとなるので
注意ください。 

・土地と家屋の関係権利者は､分けて作成してください。 
・必ずしも全員分を１枚にまとめる必要はなく､１枚に数名ずつでも 
さし支えありません。 

・その場合､地番の若い順から綴ってください。 



１７ 

 
Ⅱ－３ 申請図面の内容 

番号 図 書 名 縮 尺 明 示 す べ き 事 項 明 示 す べ き 内 容 チ ェ ッ ク ・ ポ イ ン ト 

１ 

位置図 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(2)参照 

1/2,500 
程度 

(1)方位 開発区域は一点鎖線(赤) 
関連工事区域は二点鎖線(赤) 
地名･地番､付近の都市計画道路予定線 

都市計画施設の確認(付近の都市計画
道路予定線を記入)(公拡法･国土法の
関連) 

(2)開発区域 
 
(3)既設道路 幅員､公道(茶)･私道(こげ茶) 
(4)河川･水路 名称･放流点･放流先､(青色） 
(5)都市計画施設 道路､公園､その他 
(6)目標物 交通機関､主要建築物､団地等 

２ 

区域図 
(現況図) 
(実測平面図) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(2)､2 
参照 

1/500 
以上 

(1)方位  ①公図の写し､現況図との比較(この図
面は現況図に公図の各筆を割込んだ
もの) 

(2)開発区域 開発区域は一点鎖線(赤) 
関連区域は二点鎖線(赤) (3)市町村界 

(4)町字界  ②開発区域内だけではなく､その周辺
の現況把握時に造成に伴って危険と
なるような隣接家屋などの位置を確
認し､開発区域の範囲の適否を検討
する 

(5)都市区域界  
(6)地番･形状  
(7)道路 
 

公道(茶)･私道(こげ茶) 
幅員･地盤高 

(8)河川･水路 幅員、(青色） ③仮ＢＭの位置と高さを記入する 
(9)工作物 用途･高さ･構造、建築物の有無 ④開発区域内及び周辺の道路､公園、緑

地､広場､河川､水路その他公共施設
並びに官公署､文教施設､その他公益
的施設の位置及び形状 

(10)等高線 1.0m 標高差、平坦地は 2.0m 以上 
(11)現況地盤高  
(12)公共施設  
(13)植生区分  ⑤開発区域全体､現況公共施設､既設公

共施設等の求積 (14)樹木 位置(1ha を超える場合) 
(15)切盛土 表土の状況(1ha を超える場合) ⑥官民境界確定線に基づいた求積 

３ 

公図の写し 
 
 
 
※別表 
1(1)(2)参照 

原本と 
同縮尺 

(1)方位  ①国有地(行政財産､普通財産)､農地等
に注意 (2)開発区域 開発区域は一点鎖線(赤) 

関連区域は二点鎖線(赤) (3)地番 ②周辺部も記入 
(4)地目  ③地図証明書(公図の写し)と同じ事を

確認 (5)道路 公道(茶)･私道(こげ茶) 
(6)河川･水路 (青色) 

４ 

公共施設の管理者
に関する図面 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(5)､2 参照 

1/500 
以上 

(1)方位 開発区域は一点鎖線(赤） 
関連区域は二点鎖線(赤） 

①[公共施設管理者の同意を証する書
面]又は[公共施設管理予定者との協
議をしたことを示す書面]各々比較
対照する 

(2)開発区域 
(3)廃止される公共施設 道路･水路･その他 
(4)変更される公共施設 道路･水路･その他 
(5)新設される公共施設 道路･水路･その他 ②公共施設一覧表と図面が対比できる

よう着色する (6)新旧公共施設一覧表 
 

種類･番号･面積･寸法･構造､管理者､
所有者等 

(7)接続先道路 名称･種別･幅員 

５ 

土地利用計画図 
 
 
『4 公共施設の管
理者に関する図
面』と兼ねること
も可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(2)(5)､2 
参照 

1/500 
以上 

(1)方位 
(2)開発区域 

開発区域は一点鎖線(赤) 
関連区域は二点鎖線(赤) 

①取付道路:地区内の主幹線と同等以
上とする 

(3)接続先道路  
取付道路  

名称･種別･幅員 
公道(茶)･私道(こげ茶) 

②地区内道路：6.0ｍ以上 
③東京都建築安全条例との整合性 

(第 2条～第 6条の 2及び特殊建築物
の適否) 

(4)開発区域内道路 
廃止道路 

 

名称･種別･幅員･延長･勾配･面積 
4ｍ以上(赤色)･5ｍ以上(桃色)･6ｍ
以上(橙色)･8ｍ以上(茶色)･12ｍ以
上(こげ茶) 

④公園･広場･緑地･街路に注意 

⑤接続先道路の名称･種別･幅員 
(5)道路隅切り 辺長 ⑥開発区域内に都市計画施設がある場

合､その位置について都区の都市計
画所管課で相談 

(6)公園･広場 辺長･面積･出入口､(黄緑色) 

(7)緑地 形状･面積､(緑色) 
(8)河川･水路等 形状･幅､(青色) ⑦遊水地(調整池)の位置及び形状を記

載(多目的利用の場合にあっては､専
門部分と多目的部分の区分) 

 

(9)貯水施設 形状･面積､(水色) 
(10)未利用地 辺長･面積 
(11)街区･敷地 番号･辺長､面積･計画地盤高 
(12)既存建築物 位置･用途（敷地周辺を含む） 
(13)予定建築物 位置(宅地分譲の場合省略)､用途 
(14)都市計画施設 位置･名称･形状(区等主管課証明) 
(15)法面(がけ)擁壁 位置･構造･形状･高さ･種類 
(16)緩衝帯等 位置･形状･幅員 
(17)消防水利 位置･形状 
(18)公益的施設 名称･位置･形状･面積 
(19)排水施設 位置･形状･流水方向 

６ 

造成計画平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(3)(4)､2 
参照 

1/500 
以上 

(1)方位 開発区域は一点鎖線(赤) 
関連区域は二点鎖線(赤) 

①地上高の高い RC 造の擁壁は設計･施
工･管理とも技術的に十分に配慮及
び自然環境等を考慮 

(2)開発区域 
(3)盛土切土の範囲 切土(黄)･盛土(赤) 
(4)擁壁 位置･種類･高さ･延長･着色 ②斜面先の盛土は極力避ける 
(5)法面 位置･形状 ③開発区域周辺の家屋等が造成後どの

ような状態になるかを注意する (6)がけ 位置･形状 
(7)計画地盤高 隣接地の地盤高、建物位置 ④現況図(灰色)上に､造成計画図(黒) 

 を重書き表記とする (8)開発区域周辺の状況 道路･宅地･その他 

(9)断面図作成箇所 例えば A－A’と記入 ⑤仮ＢＭの位置と高さを記入する 
(10)道路 
 

位置･形状･幅員･勾配 
中心線･交差点の計画高 

⑥切盛土をする土地の部分で表土の復
元等を措置を講ずる場合､その部分
を明示 (11)予定建築物 敷地形状･計画高 



１８ 

番号 図 書 名 縮 尺 明 示 す べ き 事 項 明 示 す べ き 内 容 チ ェ ッ ク ・ ポ イ ン ト 

７ 

造成計画断面図 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)(3)(4)､2 
参照 

1/500 

以上 
(1)開発区域 
 

開発区域は一点鎖線(赤) 
関連区域は二点鎖線(赤) 

①急斜面の盛土には段切り施行 
②擁壁上の余盛りは不可 

(2)現況地盤高 隣接地まで記入(灰色) ③擁壁面に雨水が流下するような集水
方法は不可 (3)計画地盤高 (黒) 

(4)切土盛土の範囲 切土(黄)､盛土(赤) ④二段擁壁のﾁｪｯｸ 
(5)擁壁 構造･垂直高 ⑤高低差の著しい箇所について､数か

所の断面(等高線に直角断面)をとる (6)がけ 勾配･垂直高 
(7)法面 勾配･垂直高･排水施設 ⑥現況地盤と計画地盤との高低差を記      

入 (8)遊水地(調整池) 位置･形状 

８ 

排水施設計画平面図
兼 
給水施設計画平面図
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)､2 参照 

1/500 
以上 

(1)集水区域 番号･集水区分毎色分け･流下方向･種類 ①放流許可量と計画流出量を比較し､
許可量の数値が小さい場合には､調
整池･吸込槽等を設置 

(2)管渠 位置･種類･内径･延長･勾配､着色 
(3)Ｕ字溝  
(4)人孔 設置間隔･位置 ②地表水の流下方向はがけと反対方向

とする(流水方向を矢印等で表示) (5)集水桝 内径又は内法幅･深さ 
(6)吐口 位置 ③開発区域外からの流入範囲とその処

理に注意 (7)放流先 名称･断面寸法･位置･形状 
(8)計算書 計画流出量･流速･流量､ﾄﾚﾝﾁ等 ④管渠の内径 20cm 以上とする 
(9)浸透施設 浸透ます､ﾄﾚﾝﾁ等 ⑤都上水道主管課と協議 
(10)給水施設 
 

取水地点･集水方法､水源種類 
位置･形状･内のり寸法 

⑥井戸の場合保健所と協議 
⑦2以上の系統に分け排水する場合は、

集水流域別に色分け (11)取水方法  
(12)消火栓 位置 ⑧切土･盛土をする土地の面積が1,500

㎡を超える土地に排水施設を設置す
る場合は､それぞれ集水区域を定め、
その区域から流出する雨水に応じた
管渠の勾配､流速断面積及び計画流
出量を算定した計算書等を添付 

(13)排水施設 
（道路側溝） 

名称･位置･種類･材料･形状･勾配
内のり寸法･流水方向･区域界 

(14)予定建築物 敷地形状･計画高 
(15)道路、公園等 
  その他公共施設 

敷地の計画高 
 

(16)法面(がけ)、擁壁 位置･形状 ⑨給水施設･排水施設を着色する 
(17)遊水地(調整池) 位置･形状 

９ 

公共施設構造図 
 
 
 
 
 
 

1/50 
以上 

(1)道路縦断図 現況高･計画高･延長･勾配･形状･材料 ①道路縦断勾配は 9%以下 
やむを得ない場合は､12%以下 (2)道路横断図 幅員･舗装･勾配 

(3)排水施設縦断図 土被り(1.2m 以上) ②詳細は区との協議による 
(4)排水施設構造図 形状･材料 ③道路､公園､排水施設(雨水･集水桝を

含む)、歩道状空地等の公共的施設に
ついては基礎構造と断面構造につい
て､形状・材料が明示される図面を作
成 

(5)河川･水路詳細図  
(6)公園･広場計画図 形状･材料･寸法･施設の種類 
(7)貯水施設詳細図 形状･寸法 
(8)その他施設詳細図 形状･寸法 

１０ 

崖の断面図 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(1)、2 参照 

1/50 

以上 
(1)開発区域 
 

開発区域は一点鎖線（赤） 
関連区域は二点鎖線（赤） 

①崖の種類毎､各位置毎に標準図を作
成する 

(2)土質  ②長大法の場合は別途基準による 
(3)勾配  ③土質の種類が 2 以上あるときは､そ

れぞれの地質及びその地層の厚さを
表記 

 
 
 

(4)垂直高さ  
(5)在来地盤高  
(6)計画地盤高  
(7)保護の方法 石張り･張芝･ﾓﾙﾀﾙ吹付等 
(8)小段 位置･幅 

１１ 

擁壁の断面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表 
1(4)、2 参照 

1/50 
以上 

(1)種類 各種類毎に図面作成 ①練積法 
・切土～5ｍまで 
・盛土部分に基礎を設ける場合  ～ 3ｍ ま で 

(2)断面図 
 

代表断面図毎に図面作成 
がけ面の保護の方法 

(3)擁壁 寸法･勾配･材料の種類及び寸法 ②切土盛土をする場所、擁壁を設置す
る前後の地盤高を記入 (4)高さ  

(5)水抜穴 
 

位置･耐水材料･内径 75mm で 3 ㎡に 
1 箇所以上 

③コンクリート間地ブロックを使用す
る場合はそのカタログを添付 

(6)透水層 材料･寸法･位置 ④鉄筋コンクリート造擁壁の場合、配
筋状況の分かる正面・基礎底部の詳
細図を添付 

(7)土質 背面土･基礎地盤 
(8)基礎抗 位置･材料･寸法 
(9)配筋図 位置･径･被り･交互配筋の不可 ⑤開発区周囲の家屋等に隣接する擁壁

が 3ｍを超える場合、隣接の土地所
有者及び建物所有者の同意を得ること  

(10)地盤改良 改良範囲･方法 
(11)裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 寸法 

１２ 

擁壁の構造計算書 
 

 

(1)設計条件 
 

断面応力計算、鉄筋量、地震時の計算等
宅地造成等規制法･建築基準法 

①5.0mを超える場合は土質調査報告書
を添付 

(2)土圧  ②土圧は計算方法を明らかにすること 
(3)転倒に対する安定 安全率 1.5 以上 ③地震に対する安定は、 

 ・擁壁 5ｍを超える場合 
 ・基礎地盤が軟弱な場合 
 ・背面が高盛土の場合 

検討する 
 
 

(4)滑勤に対する安定 安全率 1.5 以上 
(5)沈下に対する安定  
(6)各部断面の検討  
(7)掘削面の検討  
(8)地震に対する安定  
(9)基礎抗の検討  

１３ 

擁壁展開図 1/200 
以上 

(1)基礎 幅･先端厚 ①伸縮目地は原則として、20m 以内に
つき 1 箇所 (2)擁壁全高 工種 

(3)根入れ深さ 根入れ梁 ②図の下側に各変化点での値が分かる
ように記入 (4)擁壁高  

(5)造成計画高  ③擁壁上下の地盤面の位置及び切り盛
りの別 (6)地盤高 地盤面の位置、切盛の別 

(7)単距離  ④基礎地盤の土質、基礎杭の位置 
(8)距離  
(9)水抜穴 位置･材料･内径 
(10)透水層 位置･材料･勾配 



１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 図 書 名 縮 尺 明 示 す べ き 事 項 明 示 す べ き 内 容 チ ェ ッ ク ・ ポ イ ン ト 

１４ 

斜面の安定計算書 
 

 

(1)設計条件  切土をする場合において、切土をした
後の地盤に滑りやすい土質の層がある
とき 

(2)土圧  
(3)斜面先崩壊の検討  
(4)斜面崩壊の検討  
(5)底部崩壊の検討  

１５ 地盤の安定計算書  
 

 規則第 23 条第 2 項に該当の場合 

１６ 

参考図面  (1)求積図  ①境界確定図については、国、東京都、
区などが証明したもの(副本はコピ
ー可) 

(2)境界確定図  
(3)防災計画図面  
(4)地図証明書 

(公図の写し) 
 
 

②地図証明書(公図の写し)については
副本はコピー可 

 (5)その他  

※ 申請図面には、図面作成者の記名・押印が必要です。 

 名            称 着 色 ( 線 種） 

（1）  
開 発 区 域 赤色 (一点鎖線) 

関 連 区 域 赤色 (二点鎖線) 

（2）  
幅 員 ・ 公 道 茶 色 

私 道 こ げ 茶 

（3）  
切 土 黄 色 

盛 土 赤 色 

（4）  
擁
壁 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 擁 壁 黒 色 

石 積 擁 壁 等 黒 色 ( 斜 線 ) 

（5）  

公

共

施

設 

道

路 

４ ｍ 以 上  赤 色 

５ ｍ 以 上 桃 色 

６ ｍ 以 上 だ い だ い 色 

８ ｍ 以 上 茶 色 

１ ２ ｍ 以 上 こ げ 茶 色 

公 園 ・ 広 場 黄 緑 色 

緑 地 緑 色 

下 水 道 紫 色 

河 川 ・ 水 路 ・ 運 河 青 色 

貯水施設(消防の用に供するもの) 水 色 

   公 益 的 施 設 用 地 う す 茶 色 

別表 1 申請図書の凡例一覧表（着色） 

※ 開発許可制度運用指針（国土交通省）より抜粋 

別表 2 申請図書の凡例一覧表（記号） 



２０ 

盛土規制法に基づく中間検査の時期 

※3 みなし許可の場合、開発許可工事完了検査済をもって、盛土規制法に基づく工事が完了します 

 

Ⅱ－４ 開発登録簿の調製と提出 

 

 
 
 

               （原図 1 部､写し 4 部提出） 

番 号 必 要 書 類 等 明 示 す べ き 事 項 明 示 す べ き 内 容 チ ェ ッ ク ・ ポ イ ン ト 

１ 

開 発 登 録 簿 (1)開発登録簿調書 
 
(2)土地利用計画図 
 
(3)付近見取図 
(4)公図の写し 
(5)公共施設一覧表 

開発許可年月日､予定建築物
等用途､開発許可の内容 
種類･寸法･構造･管理者 
管理用地の所有者 
 
 
公共施設の種類､位置､区域 

①都市計画法第 29 条許可時に提出 
②事前に担当者と協議・調整してお

くこと(チェック用一部提出) 
③法第 41 条第 1 項の制限の内容 
④着色しないので、凡例を分かりや
す工夫すること 

⑤原図はＡ1(和紙）とする 

※ 開発行為変更許可申請時、開発行為の軽微な変更の届出時にも担当者と協議・調整すること 

 
Ⅲ 第２９条 開発許可申請からの手続 
 
 Ⅲ－１ 第２９条開発許可申請からの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 第 37 条承認の手続を行った場合開発の
検査済証が交付されてから建築基準法の完了
検査を受けて下さい 

審   査 

●開発許可証を交付します 

○開発登録簿を提出してください(原図 1 部､写し 4 部) 

○許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲出して下さい 

○標識設置届を提出して下さい 

○工事完了検査の打合せ 

●工事完了検査済証の交付 ※3 

※１ 

○用地等の帰属手続は、 

工事完了公告の翌日です 

○ 開 発 工 事 完 了 

許可がおりるまでに、開発登録簿を調製し、提出してください。 

第 ２ ９ 条 許 可 

○開発工事着手 

開 発 許 可 標 識 の 設 置 

● 承 認 書 交 付 

● 受 付 ､ 審 査 

完了公告前の建築承認が必要な場合 

工 事 完 了 届 提 出 

工 事 完 了 公 告 
建築基準法等の完了検査 

建 築 確 認 通 知 

建 築 工 事 完 了 

建 築 確 認 申 請 

第 ３ ７ 条 承 認 申 請 

第 ２ ９ 条 許 可 申 請 

※１ 開発の工事完了公告を受けた場合建築工事
完了後､建築基準法の完了検査を受けて下さい 

建 築 工 事 着 手 

※２ 

工 事 着 手 届 提 出 ※ 

※盛土規制法の審査を受けた開発許可（みなし許可）については、工
事着手時に盛土規制法に基づく標識の設置のほか、定期の報告（着手
後 3 か月ごと）、中間検査の受検が必要となる場合があります 

建築基準法等の完了検査 

工 事 完 了 検 査 



２１ 

 

Ⅲ－２ 開発許可標識の掲示 

 

○ 許可の日の翌日から工事完了公告の日の翌日まで次の様式による標識を開発区域内に掲示し

てください。 

○ 規模の大きな開発行為の場合は､前面道路ごとに掲示してください。 

○ 標識の大きさは、タテ８０ｃｍ以上､ヨコ９０ｃｍ以上としてください。 

○ 掲示した日から５日以内に標識設置届を提出してください。 

○ 標識は開発区域の道路に面する部分に､地面から標識の下端までの高さがおおむね１メート 

ルとなるように設置してください。 

（開発区域が２面以上道路に接する場合､各道路に面して設置してください。） 

 

 

 

 

 

（書類の作成要領と記入例） 

 

 

 

 

                                        

 

                                      

開発行為許可証の交付の後､開発許可標識を掲示し設置届を提出してください。 

変 更 の 場 合
は 変 更 許 可 番
号“第○○－○
○－○号”と記
載になります。 

土地登記全部
事 項 証 明 書 に
記 載 さ れ て い
る所在地、地番
を 記 入 し て く
ださい。 
筆が複数ある

場合は、 ”他○
筆 ”としてくだ
さい。 

開発区域の実測
値の合計を記入し
てください。 
 

住所氏名のほか
電話番号も記入し
てください。 
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Ⅲ－３ 工事着手の届出・工事完了の届出等 

（１） 着手時           （正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

工事着手届出書 (1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)申請者の住所･氏名 
(5)着手･完了予定年月日等 

許可後着手したときに届出 

※ 受取時に副本は受付印押印後返却します。 
 
 

(２)  完了時           （正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

工事完了届出書 (1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)申請者の住所･氏名 
(5)完了予定年月日等 

①完了したときは遅滞なく提出 
②完了届提出時には､併せて検査用の開発登録簿 4 部と

工事写真を検査担当に提出する。 

※ 検査終了後､変更があった場合訂正済の開発登録簿原図 1 部､写し４部を提出する。 
※ 受取時に副本は受付印押印後返却します。 

 

 

Ⅲ－４ 第３７条工事完了公告前の建築承認申請 

  開発許可制度による建築制限(法 37 条)の特例許可等を受けたい場合には、建築行為に

着手する前に次の図面を添えて申請してください。 

工事完了公告前の建築制限の解除申請 
          （正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

工事完了公告前の建築物
の建築･特定工作物の建
設承認申請書 

(1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)申請者の住所･氏名 
(5)工事着手予定年月日 
(6)建築物の用途等 

①承認申請前に工事着手届出書を提出 
②法 37 条の制限解除は戸建て建築分譲等の場合は認め

られない 

２ 

付近見取り図 (1)開発区域 
(2)敷地の位置 
(3)方位 
(4)周辺の公共施設 

開発許可を受けた資料を用いてもよい 

３ 
配置図 (1)敷地 

(2)建物の道路との位置関係 
(3)形態･大きさ 

 

４ 
その他区長が必要と認め
た書類 

(1)工程表 
(2)建築物各階断面図等 

工程表は､全体工程に対する開発工事の工程の時期を明
記 

 

 

Ⅲ－５ 変更許可・地位の承継その他の申請、届出 

１ 開発行為変更許可申請            （正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

   開発区域､予定建築物の用途､開発行為の設計､工事施行者､資金計画等の変更 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

開発行為変更許可申請書 (1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号等 

①開発許可申請に準じる  
②開発区域､予定建築物の用途､開発行為の設計､工

事施行者､資金計画等の変更 

③許可番号は当初許可、すべての変更許可の番号を

記載 

２ 
開発行為変更理由書 (1)変更項目 

(2)項目毎の変更理由 
変更内容､理由等を項目毎に具体的に説明すること 

３ 

開発行為変更許可に関連す
る図書 

変更前後で変わる部分の図書全部 ①変更箇所が分かるように着色 
②変更後の開発登録簿の写しを提出 
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２ 開発行為の軽微な変更の届出［変更届］（正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

   建築物の敷地の軽微な変更､施行者の氏名､工事着手･完了予定年月日等の変更 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

開発行為変更届出書 (1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)変更内容､変更理由､許可番号 

①変更したときは遅滞なく届出 
②内容､理由は具体的に記入 
③許可番号は当初許可、すべての変更許可の番号を
記載 

２ 
開発行為変更届出に関
連する図書 

変更前後で変わる部分の図書全部 ①変更箇所が分かるように着色 
②変更後の開発登録簿の写しを提出 

※ 受取時に副本は受付印押印後返却します。 
 

３ 開発行為の地位の承継承認等 

(１) 法第４４条関係                 （正本１部、副本１部提出 ※副本はコピー可） 

相続･異動など生じた場合､許可を受けた者の相続人その他の一般継承人が届出  

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１－１ 

地位の承継届出書 
 

(1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)承継者の住所氏名 

承継理由は具体的に記入 

１－２ 届出者の印鑑証明書  発効後３か月以内のもの 

２ 

地位の承継届出に閲する書類 (1)【個人】戸籍全部事項証明書 
(2)【法人】登記全部事項証明書 
     等適法に承継したこと 

を証明する書類 

44 条の一般承継人とは､相続人､合併後存続する法
人､合併により新たに設立された法人を指す 

※ 受取時に副本は受付印押印後返却します。 

 

（２）法第 45 条関係         （正本１部、副本１部提出 ※副本はコピー可） 

    売買などにより､土地の所有権その他工事を施工する権原を取得した者が申請  

番 号 必 要 書 類 等 項  目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１－１ 

地位の承継の承認申請書 
(法第 45 条) 

(1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)承継申請者の住所氏名 
(5)所有権取得年月日 

①承継理由は具体的に記入 
②法 45 条の特定承継人とは土地の所有権その他開

発行為に関する工事を施行する権原を取得した
第三者を指す 

１－２ 
申請者の印鑑証明書  ①発効後３か月以内のもの 

②承継同意書の印影と合致していること 

２ 

申請者の資力及び信用に
関する書面 

(1)法人 

登記全部事項証明書 ①登記全部事項証明書、住民票の写し又は住民票記
載事項証明書は発行後３か月以内のものを添付 
②財務諸表及び事業経歴書は直前の決算期のもの。

ただし、開発区域が 1ha 以上の場合は 3 か年分の
財務諸表 

③資金計画を裏付けるもの(見積り等) 
④納税証明書 

法人－法人事業税又は都(道府県)民税 
個人－個人事業税又は住民税 

⑤残高証明等又は融資照明は金融機関が 2 か月以
内の残高を証明したもの（複数機関のときは同一
日付の残高を証明したもの） 
※工事費に対して相当以上の残高があること 

財務諸表 

事業経歴書 

納税証明書 

残高証明・融資証明 

(2)個人 

住民票の写し又は住民票
記載事項証明書 

納税証明書 

残高証明･融資証明 

３ 
承継同意書 (1)旧事業主が新事業主への承継

を認める内容 
(2)旧事業主と新事業主の印 

書式は任意 

 

４ 開発行為の廃止届        （正本１部､副本１部提出 ※副本はコピー可） 

番 号 必 要 書 類 等 項 目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ・ 記 入 内 容 等 

１ 

開発行為に関する工事の
廃止の届出書 

(1)申請日 
(2)許可権者名 
(3)許可番号 
(4)申請者の住所･氏名 
(5)廃止年月日等 

工事を廃止したときは遅滞なく届出 

２ 
その他知事が必要と認め
た書類 

  

※ 受取時に副本は受付印押印後返却します。 
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Ⅳ 開発行為許可申請手数料 
   

項  目 
納 入 時 期 

手 数 料 額  （ 円 ） 

１ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定に基づく開発行為の許可 
（目黒区手数料条例第２条別表８３号） 

許 可 申 請 の と き 

（１） 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 

ア 開発区域の面積が０.１ｈａ未満のもの １  件 １３,０００ 

イ 開発区域の面積が０.１ｈａ以上０.３ｈａ未満のもの １  件 ３９,０００ 

ウ 開発区域の面積が０.３ｈａ以上０.６ｈａ未満のもの １  件 ７６,０００ 

エ 開発区域の面積が０.６ｈａ以上１ｈａ未満のもの １  件 １４９,０００ 

オ 開発区域の面積が１ｈａ以上３ｈａ未満のもの １  件 ２２５,０００ 

カ 開発区域の面積が３ｈａ以上６ｈａ未満のもの １  件 ３０５,０００ 

キ 開発区域の面積が６ｈａ以上１０ｈａ未満のもの １  件 ３７０,０００ 

ク 開発区域の面積が１０ｈａ以上のもの １  件 ４９７,０００ 

(２) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の  

業務の用 に供する特定工作物の 建設の用に供する目的 で行う開発行為の場合 

ア 開発区域の面積が０.１ｈａ未満のもの １  件 ２１,０００ 

イ 開発区域の面積が０.１ｈａ以上０.３ｈａ未満のもの １  件 ５１,０００ 

ウ 開発区域の面積が０.３ｈａ以上０.６ｈａ未満のもの １  件 １１３,０００ 

エ 開発区域の面積が０.６ｈａ以上１ｈａ未満のもの １  件 ２０４,０００ 

オ 開発区域の面積が１ｈａ以上３ｈａ未満のもの １  件 ３４０,０００ 

カ 開発区域の面積が３ｈａ以上６ｈａ未満のもの １  件 ４５７,０００ 

キ 開発区域の面積が６ｈａ以上１０ｈａ未満のもの １  件 ５６７,０００ 

ク 開発区域の面積が１０ｈａ以上のもの １  件 ７９５,０００ 

（３） ( 1 ) 及 び ( 2 ) 以 外 の 開 発 行 為 の 場 合 

ア 開発区域の面積が０.１ｈａ未満のもの １  件 １４１,０００ 

イ 開発区域の面積が０.１ｈａ以上０.３ｈａ未満のもの １  件 ２１５,０００ 

ウ 開発区域の面積が０.３ｈａ以上０.６ｈａ未満のもの １  件 ３２０,０００ 

エ 開発区域の面積が０.６ｈａ以上１ｈａ未満のもの １  件 ３７９,０００ 

オ 開発区域の面積が１ｈａ以上３ｈａ未満のもの １  件 ５７３,０００ 

カ 開発区域の面積が３ｈａ以上６ｈａ未満のもの １  件 ６５４,０００ 

キ 開発区域の面積が６ｈａ以上１０ｈａ未満のもの １  件  ８０８,０００ 

ク 開発区域の面積が１０ｈａ以上のもの １  件 １,０８１,０００ 

２ 都市計画法第３５条の２の規定に基づく開発行為の変更の許可１件につき次に掲げる 

額を合算した額。 

ただし、その額が１,０８１,０００円を超えるときは、１,０８１,０００円とする。 

（目黒区手数料条例第２条別表８４号） 

変更許可申請のとき 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）については開発区域の面積（イに規定する変更

を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積）

に応じ１の項に規定する額に１０分の１を乗じて得た額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項第１号から第４号までに掲げる事項の変更につ

いては、新たに編入される開発区域の面積に応じ１の項に規定する額 

ウ その他の変更については、１５,０００円 

３ 都市計画法第４２条第１項ただし書の規定に基づく予定建築物以外の建築等の許可 
  （目黒区手数料条例第２条別表８５号） 

許 可 申 請 の と き 

１  件 ３９,０００ 

４ 都市計画法第４５条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 
  （目黒区手数料条例第２条別表８６号） 

承 認 申 請 の と き 

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務

の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供

する目的で行うものであって開発区域の面積が１ｈａ未満のものである場合 

１  件 ２,５００ 

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己

の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に

供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ｈａ以上のものである場合 

１  件 ４,０００ 

(3) (1)及び(2)以外のものである場合 １  件 １９,０００ 

５ 都市計画法第４７条第５項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 
  （目黒区手数料条例第２条別表８７号） 

交 付 申 請 の と き  

１ 件 ７００ 
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